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北区議会自民党議員団は５月１日、新型コ

ロナウイルス感染症拡大対策に関する追加の

緊急要望書を区長へ提出しました。

２月２７日に提出した要望書に続き、自民党

議員団では区民から寄せられた要望等を収集

し取りまとめ、区当局へ追加要望をしました。 ※詳細については自民党議員団ホームページへ掲載

令和２年 特別号

発行

北区議会自由民主党議員団

北区王子本町１�１５�２２
北区役所（３９０８）１１１１番�代
議員団控室（内線）３０１１・３０２１
ＦＡＸ（３９０５）７６５０番

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型ココココココココココココココココココココココココココココココロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルスススススススススススススススススススススススススススススス感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感感染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染染症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策策のののののののののののののののののののののののののののののの

緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追追加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要要望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書書提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出 自民党議員団

◆医療体制への対策強化 ◆企業や商工業者への支援強化

◆教育および子育てへの支援強化 ◆高齢者や障がい者への支援強化

◆新型コロナウイルス感染症に関する区民への情報提供や相談窓口の強化

◆ひとり親家庭への給付金（区独自で５万円）支援（５月１５日追加要望） など

主な要望事項

個人の皆さま向け新型コロナウイルスに関する支援策（５月１５日現在）

■新型コロナウイルス電話相談窓口

※不安に思う方

�新型コロナコールセンター ０５７０―５５―０５７１

�北区保健所 保健予防課 ０３―３９１９―３１０２

※発熱などの症状がある方

�かかりつけ医

�北区帰国者・接触者電話相談センター（平日）０３―３９１９―４５００

�新型コロナ受診相談窓口（土日祝・夜間） ０３―５３２０―４５９２

■新型コロナウイルスに関する緊急就職相談窓口

※新型コロナウイルスの影響により、内定取り消し、雇い止め、
解雇等での就職相談

�東京しごとセンター ０３―５２１３―５０１３

■新型コロナウイルスに関する緊急労働相談窓口

※新型コロナウイルス感染症に関する休暇や休業の取り扱い、内
定取り消しや職場ハラスメント等についての労働相談

�東京都労働相談情報センター ０５７０―００―６１１０

相談窓口

■特別定額給付金
※日本にお住いのすべての方（４月２７日現在で住民基本台帳に記

録されている方）に１人１０万円給付

�北区特別定額給付金専用ダイヤル

９：００～１８：００（平日） ０１２０―８０７―２２１

■子育て世帯への臨時特例給付金
※児童手当受給世帯に、対象児童１人あたり１万円給付（申請不要）

�北区子育て世帯臨時特例給付金担当 ０３―３９０８―１０５６

■未払賃金立替払制度
※倒産した勤め先の未払賃金および退職金の８０％を給付

�独立行政法人 労働者健康安全機構 ０４４―４３１―８６６３

■雇用保険の失業給付
※仕事を求職する間、おおむね離職前賃金の４５％～８０％を給付

�ハローワーク王子 ０３―５３９０―８６０９

給付金制度

■緊急小口資金 ※最大２０万円の生活資金を無利子貸付

�北区社会福祉協議会 ０３―３９０７―９４９４

�労働金庫連合会 ０１２０―２２５―７５５

■総合支援資金 ※月額最大２０万円最長３ヶ月を無利子貸付

�北区社会福祉協議会 ０３―３９０７―９４９４

■東京都母子及び父子福祉資金

※ひとり親家庭への生活資金や修学費等の貸付

�北区生活福祉課 ０３―３９０８―９０４６

■その他の福祉資金貸付について

�北区生活福祉課 ０３―３９０８―９０４６

■東京都中小企業従業員融資

※中小企業の従業員向け融資（限度額１００万円・利子は全額都負担）

�中央労働金庫王子支店 ０３―３９１２―２１０１

貸付制度

■奨学金 ※授業料減免や給付型奨学金

�日本学生支援機構 奨学金相談センター ０５７０―６６６―３０１

■奨学資金貸付制度 ※高校修学などへの奨学金貸付（無利子）

�北区教育委員会事務局 ０３―３９０８―９２７９

■都立学校授業料 ※家計急変にともなう免除

�各学校または都教育庁 ０３―５３２０―７８６２

学 費

■住居確保給付金
※離職・廃業から２年以内又は休業等により収入減の場合に家賃

（上限額あり）を給付（原則３ヶ月・最長９ヶ月）

�北区くらしとしごと相談センター ０３―６４５４―３１０４

■区営住宅使用料の支払期限延長
北区住宅課 ０３―３９０８―１５２３

■公社住宅家賃・都営住宅使用料の支払期限延長
（公社賃貸住宅）東京都住宅供給公社 ０５７０―０３―００３１

（都営住宅）東京都住宅供給公社 ０５７０―０３―００７１

家賃・住居

北 区 議 会 自 由 民 主 党 議 員 団
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事業主・個人事業主の皆さま向け新型コロナウイルスに関する支援策（５月１５日現在）

※納税猶予、期限延長

■国 税
東京国税局猶予相談センター

０３―６６７２―３５０３

■都 税
東京都北都税事務所

０３―３９０８―１１７１

■区 税
北区収納推進課 ０３―３９０８―１１２９

納 税

※支払期日の延長

■水道料金 都水道局 ０３―５３２６―１１０１

■電気料金 東京電力 ０１２０―９９３―０５２

■ガス料金 東京ガス ０３―３３４４―９１００

■電話通信等 ＮＴＴ東日本 ０８００―３３３―０１１１

ドコモ ０８００―３３３―０５００

ＫＤＤＩ・ａｕ ００７７―７―１１１

ソフトバンク ０８００―１７０―４５３５

光熱費・通信費

■国民年金
北区国保年金課 ０３―３９０８―１１３９

北年金事務所 ０３―３９０５―１０１１

■国民健康保険料
国保年金課 ０３―３９０８―１１３１

■後期高齢者医療保険料
国保年金課 ０３―３９０８―９０６９

■介護保険料
介護保険課 ０３―３９０８―１２８５

保険料の納付猶予や免除等

国・資金繰り支援

■中小企業金融相談窓口 ０５７０―７８―３１８３

■金融庁相談ダイヤル ０１２０―１５６―８１１

国・都

■感染症対応融資（全国制度）
※無担保３，０００万円、利子全額補給（当初３年間）、信用保証料は全額補助
※セーフティネット保証又は危機関連保証を受けていること

■感染症対応緊急融資・借換・危機対応融資
※無担保８，０００万円、利子全額補給（当初３年間）、信用保証料は全額補助
�民間金融機関 �東京都産業労働局 ０３―５３２０―４８７７

政府系金融機関

■新型コロナウイルス感染症特別貸付
※無担保６，０００万円（中小事業３億円）
�日本政策金融公庫 ０１２０―１５４―５０５

■危機対応融資
※無担保３億円
�商工中金 ０１２０―５４２―７１１

■特別利子補給制度
※利子全額補給（当初３年間）
�中小企業金融相談窓口 ０５７０―７８―３１８３

区

■セーフティネット保証・危機関連保証の認定申請
�北区産業振興課 ０３―５３９０―１２３７

■北区新型コロナウイルス感染症対策緊急資金あっせん
※１，０００万円（１年目利子全額補給２年目以降０．４％、信用保証料は全額補助）
�北区産業振興課 ０３―５３９０―１２３７

融 資

■東京都感染拡大防止協力金
※都要請による休業等に協力した対象施設の中小企業及び個人事業

主に５０万円（２事業所以上は１００万円）
�感染拡大防止協力金相談センター ０３―５３８８―０５６７

■持続化給付金
※売上半減などの中小企業に最大２００万円（個人事業主は最大１００万円）
�持続化給付金事業コールセンター ０１２０―１１５―５７０

■業態転換支援事業
※飲食事業者が新たにテイクアウトや宅配等を始める際の経費等助

成（８０％・限度額あり）
�東京都中小企業振興公社 ０３―５８２２―７２３２

■事業継続緊急対策（テレワーク）助成金
※テレワークを導入に必要な機器等の経費助成（上限２５０万円）
�（公財）東京しごと財団 ０３―５２１１―２３９７

■東京都政策課題対応型商店街事業（新型コロナウイルス感
染症緊急対策型）
※商店街（加盟１００店舗以上）に感染症対策の経費等助成（９０％・

限度額あり）
�東京都地域産業振興課 ０３―５３２０―４７８７

■雇用調整助成金
※雇用の維持を図る事業者へ休業手当や賃金等の助成（５月に拡充）
�雇用調整助成金コールセンター ０１２０―６０―３９９９

■小学校休業等対応支援金
※子どもの臨時休校や休園で仕事を休む個人事業主に１日４１００円を

支給。会社員の方は、会社を通じて助成支給（１日８３３０円上限）
�学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター ０１２０―６０―３９９９

協力金や助成金等

今後に追加される支援策等については自民党議員団ホームページへ

自由民主党議員団 北区議会議員

建設委員会委員長

都市ブランド推進特別委員会委員

と え だ た い こ う

戸枝大幸
北区田端４―２１―１４ 電話 ０３―３８２４―１７１７

http : //www.toeda.jp


